
「京都市タクシー駐停車マナー向上マネジメント会議」
京都タクシー業務センター，一般社団法人京都府タクシー協会，全京都個人タクシー

共済協同組合，協同組合京都個人タクシー協会，京都市個人タクシー事業協同組合，

協同組合京都個人タクシー昌栄会，個人タクシー互助協同組合，協同組合個人タク

シーみらい京都，楽友個人タクシー協同組合，国土交通省近畿運輸局京都運輸支局，

京都府警察本部交通部交通指導課駐車管理センター，京都市都市計画局歩くまち京都

推進室，京都市行財政局サービス事業推進室，京都市交通局自動車部

客待ちマナーがわるいと
　 みなが「損」をします。

この呼びかけによって，

「タクシー乗り場以外での客待ち」や

「交差点内やバス乗り場前で利用客の乗降」について，

「そんなことは減らそう/やめようと思っている」と

多くの方にマナー向上に賛同して頂くことができました。

加えて，タクシー利用者も，

「マナー違反するタクシーは利用しないようにしよう」と考えています。

今後も引き続き，あなたの率先したマナー遵守をお願いします。

交差点内・バス乗り場前でなく
  タクシー乗り場で客待ちを。

これまでも呼びかけを行っておりましたが，

※「一部」の乗務員がマナー違反をすることで，渋滞したり，
　まわりの人に迷惑がかかって，業界全体のイメージが悪くなります…
　しかも，お客さんのタクシー利用マナーも悪くなります…
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